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 土地改良法（昭和 24年法律第 195 号）第 18条第 18 項の規定により、鏡久里

土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  令和７年 12月 26 日 

佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 就退任年月日 

理事 牧山 孝広 唐津市鏡4139番地 令和７年12月９

日退任 

〃 近藤 敏之 〃  〃1629番地 〃 

〃 大津 禎規 〃  〃1878番地 〃 

〃 岡﨑 猛敏 〃  〃2078番地 〃 

〃 𠮷田 常道 〃  〃2043番地 〃 

〃 峯 俊雄 〃  〃1392番地 〃 

〃 𦚰山 眞 〃  〃122番地 〃 

〃 米倉 博徳 〃  半田3632番地 〃 

〃 米倉 康之 〃  〃 2475番地 〃 

〃 山浦 敏一 〃  宇木1901番地 〃 

〃 脇山 久文 〃  〃 418番地１ 〃 

〃 谷口 一郎 〃  原1026番地 〃 

〃 谷口 政見 〃  〃269番地 〃 

〃 市丸 長市 〃  柏崎1246番地 〃 

〃 岩田 双美 〃  久里1678番地３ 〃 

〃 岩田 辰夫 〃  〃 308番地 〃 

〃 近藤 文和 〃  中原2520番地４ 〃 

監事 脇山 泰典 〃  鏡2384番地１ 〃 

〃 柴田 誠 〃  原422番地 〃 

〃 山﨑 和明 〃  夕日147番地２ 〃 

〃 田中 秀和 〃  原337番地６ 〃 

理事 牧山 孝広 〃  鏡4139番地 令和７年12月10

日就任 

〃 近藤 敏之 〃  〃1629番地 〃 

〃 大津 禎規 〃  〃1878番地 〃 

〃 𦚰山 久利 〃  〃2101番地 〃 

〃 麻生 尚 〃  〃1824番地 〃 

〃 牧山 俊秀 〃  〃2297番地１ 〃 

〃 𦚰山 眞 〃  〃122番地 〃 

〃 中村 繁則 〃  半田5638番地 〃 

〃 米倉 善隆 〃  〃 4459番地 〃 
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〃 手島 三喜夫 〃  宇木2237番地 〃 

〃 脇山 久文 〃  〃 418番地１ 〃 

〃 谷口 政見 〃  原269番地 〃 

〃 𠮷田 英信 〃  〃932番地５ 〃 

〃 市丸 一久 〃  柏崎1318番地 〃 

〃 岩田 繁治 〃  久里1050番地 〃 

〃 岩田 辰夫 〃  〃 308番地 〃 

〃 近藤 文和 〃  中原2520番地４ 〃 

〃 原田 伊代子 〃  新興町179番地エイルマ

ンション唐津駅前508号 

〃 

〃 佐伯 豊子 〃  鏡1637番地  〃 

監事 脇山 泰典 〃  鏡2384番地１ 〃 

〃 谷口 一郎 〃  原1026番地 〃 

〃 山﨑 和明 〃  夕日147番地２ 〃 

〃 田中 秀和 〃  原337番地６ 〃 

 


